
ワイヤレス電力伝送運用調整協議会 設置規約 

 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条 本会は、ワイヤレス電力伝送運用調整協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 協議会は、ワイヤレス電力伝送システム（以下「WPT システム」という。）に関して、電波の適

切な利用環境を維持しつつ、新たな電波利用領域となる WPT システム の利用機会の拡大につな

がるよう、他の無線システムとの運用調整の効率的かつ効果的な実現及び円滑な遂行に向けて

総合的に支援することにより周波数の有効利用に資することを目的とする。 

（活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 他の無線システムとの運用調整の支援 

（２） WPT システムの設置・運用環境に関する基本的情報の公開・提供 

（３） WPT システムの運用調整、混信発生に係る助言・技術的支援 

（４） その他 WPT システム運用調整支援に関する活動 

 

第２章 会員 

（会 員） 

第４条 協議会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員からなり、第２条の目的に賛同し入会の

承認を受けた個人、団体または法人、もしくは第３条の活動内容に関して中立で専門的知見を有

する個人、団体または法人を正会員とし、WPT システムの無線局免許を申請する者等を賛助会員

とする。また、特別会員は協議会の就任依頼を承諾した者に限る。 

２ 賛助会員は設置する無線局の数と同じ口数としなければならない。 

３ 賛助会員が無線局免許申請の不許可、無線局の廃止などにより WPT システムの無線局を全く

設置していない状態となった場合は、その会員資格を失うものとする。 

（入 会） 

第５条 協議会への参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、運営幹事会の承認を受けなけ

ればならない。 

（会費の納入等） 

第６条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、特別会員の会費は免除することができる。 

２ 会費の種類、一口当たりの金額等は総会の議決を経て別に定める。 

３ 会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、これを返納しない。 

４ 賛助会員の会費は、入会時及び再免許時に５年分を前納し、会員資格を失った場合、退会した

場合、除名された場合または口数の減少があった場合でも、これを返納しない。 

（退会及び除名） 

第７条 協議会からの退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。 

２ 会員が１年以上会費を納入しない場合、本会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員に

ふさわしくない行為があった場合は、運営幹事会の議決により当該会員を除名することができる。

ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

 



第３章 役員等 

（役員及び会計監事） 

第８条 役員及び会計監事は以下のとおりとする。 

（１） 協議会に、役員として会長１名及び副会長２名以内並びに会計監事として若干名を置く。 

（２） 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

（３） 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。 

（４） 役員及び会計監事は、総会において正会員及び特別会員の中から選任する。 

（５） 役員及び会計監事の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨

げない。 

（６） 役員及び会計監事は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、

その職務を行わなければならない。 

（顧 問） 

第９条 顧問は以下のとおりとする。 

（１） 協議会は、顧問を置くことができる。 

（２） 顧問は、会長が学識経験者等のうちから委嘱する。 

 

第４章 総会、運営幹事会等 

（総 会） 

第１０条 総会は以下のとおりとする。 

（１） 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。 

（２） 総会は、定期総会を年１回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。 

（３） 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。 

（４） 総会は、委任状による出席も含めて、正会員及び特別会員の２分の１以上の出席をもって成

立する。 

（５） 総会に出席できない正会員または特別会員は、総会の議長、他の正会員または他の特別会

員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。 

（６） 総会の議長は、会長が務める。 

（７） 総会の議事は、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決するものとする。ただし、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（８） 総会は、協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 

ア 本規約の改正 

イ その他協議会の運営に関して重要な事項 

（７） 本条における正会員及び特別会員に運用調整管理委員会の委員を含まない。 

（運営幹事会） 

第１１条 運営幹事会は以下のとおりとする。 

（１） 協議会に、運営幹事会を置く。 

（２） 運営幹事会は、運営幹事をもって構成する。 

（３） 運営幹事は、会長が正会員及び特別会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。 

（４） 運営幹事会の運営幹事長は、会長が運営幹事の中から指名する。 

（５） 運営幹事会は、運営幹事長が必要と認めたときに開催する。 

（６） 運営幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。 



（７） 運営幹事会は、協議会への入会申し込みを承認するほか、協議会の運営に関して重要な事

項について総会に提案し、また会長が必要と認めた事項について決定する。 

（８） 第８条（５）及び（６）の規定は、運営幹事に準用する。 

（分科会） 

第１２条 協議会の運営上必要があるときは、運営幹事会の議決により、分科会の設置及び分科会

長の選任を行うことができる。 

（運用調整管理委員会） 

第１３条 運用調整管理委員会は以下のとおりとする。 

（１） 協議会に、運営及び運用調整支援事項の実施状況に関する適切性の検証を行うため運用

調整管理委員会を置く。 

（２） 運用調整管理委員会の委員は、会長が正会員または特別会員の中から指名し、総会の承

認を受けるものとする。 

（３） 運用調整管理委員会の委員長は、運用調整管理委員会の委員の互選により定める。副委

員長は、委員長が委員の中から指名する 

（４） 運用調整管理委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。 

（５） 運用調整管理委員会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができ

る。 

（６） 第８条（５）及び（６）の規定は、運用調整管理委員会の委員に準用する。 

（事務局） 

第１４条 協議会の会務を処理するために一般社団法人ＹＲＰ研究開発推進協会に事務局を置く。 

（経 費） 

第１５条 経費は以下のとおりとする。 

（１） 協議会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。 

（２） 協議会の第３条に定める活動に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措置

を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が

得られた会員から徴収することができる。 

（３） （２）の徴収は、運営幹事会の議決によるものとする。 

（会計年度） 

第１６条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第５章 雑則 

第１７条 会員は、協議会の活動で知り得た協議会の機密、協議会の不利益となる事項及び個人情

報を部外に漏らさないこと並びに私的に利用しないものとする。会員の資格を喪失した後にあって

も、同様とする。 

第１８条 この規約に定めるもののほか協議会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとす

る。 

 

附 則 

１ 協議会は２０２２年１月２０日に設立し、この規約は同日施行する。 

２ この規約の規定にかかわらず、協議会の設立時の特別会員を、安藤真、三谷正昭及び藤野義

之とし、第５条の規定にかかわらず、設立総会で入会を承認することができる。 


